
入学資格個別審査について

川口市立看護専門学校

 本校では、「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある者」として入学資格

認定を必要とするかたについて、下記のとおり一般入試に際して、個別の入学資

格審査を実施します。

記

１ 対象者 本校の入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認めるかどうかについて本校の個別の入学資格審査を希

望する者で、次の要件を全て満たす者

（１）専修学校、各種学校その他の教育施設（学校教育法第１条に

掲げる者を除く。）において３年以上の学習歴があり、おおむね

７４単位（２５９０単位時間）相当以上（単位（単位時間）に

ついては、高等学校学習指導要領による。）習得している者。

（２）前号の単位（単位時間）には、おおむね国語（相当する教科

を含む。以下の各教科において同じ。）地理歴史又は公民、数学

理科、外国語の５教科の単位（単位時間）を含んでいること。

（３）１８歳に達した者又は令和４年３月３１日までに１８歳に

達する者

２ 提出書類

（１）入学資格認定申請書（本学指定の様式）

（２）最終学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込証明書

（３）最終学校の成績証明書又は調査書

（４）最終学校の教育課程（学校案内、学則、カリキュラム、卒業

に必要な総授業時間数等）が確認できるもの（シラバス等）

※ 各種書類が外国語である場合、大使館にて上記書類を日本語

訳して大使館の証明を受けたものを添付してください。

※ （２）（３）については、教育施設の代表者が証明したものを

提出してください。

３ 申請期間 令和３年１１月１日（月）～８日（月）

４ 審査期間 令和３年１１月１０日（水）～１２日（金）



 ５ 提出先  川口市立看護専門学校 事務室

         〒３３３－０８２６

         川口市大字新井宿８０２番地の３

         ℡ ０４８－２８７－２５１１

 ６ 審査方法 提出された申請書類を本校入学資格審査会で審査を行います。

 ７ 審査結果 入学資格審査の結果は、申請者宛に郵送により通知します。

入学資格を認められたかたには認定書を交付しますので、すぐ

に受験手続をしてください。

 ８ その他

     （１）提出された書類の返却はいたしません。

     （２）ご不明な点やお問い合わせは下記までご連絡ください。

        川口市立看護専門学校事務室 ℡０４８－２８７－２５１１


